３２条同意（開発区域外・開発区域内）の流れ（R8.5.31）

●道路工事施行承認と普通河川等土木工事許可の申請受付（審査開始）
●３２条同意（開発区域外）と３２条同意（開発区域内）の申請受付（審査開始）
　※開発区域内の施設が無ければ開発区域外のみ

各申請の意見照会により、市の意見を集約して修正依頼。
修正完了後、決裁開始時には
＜第１案＞３２条同意（開発区域外）と
＜第２案＞３２条同意（開発区域内）を合わせて起案（事案によっては別起案）

決裁完了後、まず、＜第１案＞の３２条同意（開発区域外）だけ同意書発行。
その後、道路工事・普通河川の許可をする。
　※普通河川（県許可）については、市の意見を付して県へ副申する。
　　　↓

＜第２案＞３２条同意（開発区域内）は、他法令の許可書添付で同意書発行。


＜申請書＞
●都市計画法第３２条の規定に基づく同意申請書（開発区域外）
　各公共施設に番号を付けて施設名を表示すること。
（番号が、開発区域内と重複して紛らわしくならないよう注意）

＜添付書類＞
●普通河川等土木工事許可申請・道路工事施行承認申請等の範囲がわかるもの。
（位置図・公図・現況図・計画平面図・計画断面図・流量計算書等・排水同意書等・
公共施設管理依頼図。）
※位置図、公図、計画平面図等に公共施設の対照番号を記入すること。
（重複しないよう注意）
※計画平面図に道路工事・普通河川工事の範囲を表示すること。
※流量計算結果は、開発後の放流量が加わっても「①放流地」及び「②下流」水路の流下能力以内であることを申請書に明記し、添付資料でその根拠がわかるようにしておいてください。
①「放流地」：開発地からの放流箇所（複数の場合は、それぞれと合流箇所など）
②「下流」：放流箇所から下流の箇所（概ね県管理河川までの間の最小断面箇所など）
※調整池の構造図等は無くても可。　　
